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町
で
は
、
平
成
25
年
度
か
ら
「
日

野
町
個
人
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
設
置
推
進
補
助
金
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
、「
地
球
温
暖

化
防
止
」
の
観
点
か
ら
、
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
活
用
す
る
た
め

に
、
日
野
町
に
お
住
ま
い
の
皆
さ

ん
が
、
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
を
設
置
さ
れ
た
場
合
に
、
そ

の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の

で
す
。

　

助
成
金
は
、
町
が
指
定
す
る
商

品
券
と
し
て
地
域
経
済
活
性
化
も

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置

を
ご
検
討
の
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

対
象
事
業

　

自
ら
が
居
住
し
て
い
る
個
人
住

宅
ま
た
は
店
舗
併
用
住
宅
に
太
陽

光
発
電
の
設
置
を
実
施
す
る
事
業

申
し
込
み
で
き
る
方

●
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・
町
内
に
居
住
す
る
個
人
住
宅
の
所

　

有
者
ま
た
は
居
住
さ
れ
て
い
る

　

方
・
過
去
に
こ
の
事
業
の
補
助
金
を

　

受
け
て
い
な
い
方

・
町
税
や
使
用
料
、
町
の
各
種
融

　

資
の
償
還
に
滞
納
が
な
い
方

申
し
込
み
の
条
件

・
町
内
に
本
社
を
有
す
る
法
人
か

　

個
人
の
施
工
業
者
を
利
用
す
る

　

こ
と

助
成
金
額

・
太
陽
光
発
電
出
力
１
kW
当
た
り

　

３
万
円
、
最
高
10
万
円

　

※
千
円
未
満
切
り
捨
て

・
助
成
金
は
町
が
指
定
す
る
商
品

　

券
で
交
付
し
ま
す

助
成
金
の
申
請
に
つ
い
て

・
本
人
ま
た
は
委
任
す
る
代
行
者

　
（
太
陽
光
発
電
設
置
に
係
る
日
野

　

町
内
の
事
業
者
）
に
限
る

【
申
請
書
の
受
付
】　

　

４
月
１
日(

火)

か
ら
受
け
付
け

ま
す
。

助
成
金
の
申
請
に
必
要
な
書
類

・
町
税
等
の
完
納
証
明
書

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
ま
た

　

は
、
居
住
が
確
認
で
き
る
証
明
等

・
町
内
の
施
工
業
者
が
確
認
で
き

　

る
契
約
書
等

・
そ
の
他
、
交
付
要
綱
に
基
づ
く

　

書
類

　

申
請
書
な
ど
必
要
書
類
は
住
民

課
に
て
配
付
し
ま
す
。
申
請
方
法

等
詳
し
く
は
、
住
民
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

そ
の
他

　

実
績
報
告
書
の
提
出
時
に
添
付

資
料
と
し
て
、
電
力
会
社
と
の
電

力
受
給
契
約
書
の
写
し
や
完
了
写

真
が
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

住
民
課　

生
活
環
境
交
通
担
当

　

☎
�
６
５
７
８

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
活
用
し
ま
し
ょ
う

太
陽
光
発
電
の
設
置
に
対
す
る

　
　

  
助
成
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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